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教職員の給与

１．給与のしくみ
教職員には、一般の地方公務員と同様に、「地方公務員法」により、職員の職務と

責任に応じ、生計費や、国、他の地方公共団体の職員や民間事業の従事者の給与等を
考慮して、条例で定めた種類や額の給与が支給されています。
このうち教員については、昭和46年に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育

職員の給与等に関する特別措置法」に基づき、教職調整額が支給される等、教員特有
の職務や勤務態様の特殊性を考慮した措置が講じられています。

教 職 員 の 給 与 体 系

給 料 本 給

教職調整額（教育職）
給 与

給料の調整額

手 当 期末手当
勤勉手当
寒冷地手当
義務教育等教員特別手当（教育職）
退職手当

扶養手当・地域手当
住居手当・通勤手当
単身赴任手当・管理職手当
定時制通信教育手当（教育職）
へき地手当
へき地手当に準ずる手当
産業教育手当（教育職）
時間外勤務手当（行政職）
休日勤務手当（行政職）
夜間勤務手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
特殊勤務手当

２．基本給のしくみ
(1) 給 料

給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であり、給料の月額は、給料表に
より定められています。

給料表 適用範囲 根拠規定

教育職給料表(1)
教育職員（高等学校、特別支援学校及び中等 北海道学校職員の給与に関する条例第５条
教育学校）

教育職給料表(2) 教育職員（中等教育学校（給料表の適用範囲 北海道学校職員の給与に関する条例第５条
に関する規則第４条で定める者に限る。））

教育職給料表
教育職員（中学校、義務教育学校及び小学校）市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職

員の給与に関する条例第２条

(2) 昇 給
昇給は、勤務成績に応じて行われ、昇給日は、毎年１月１日です。

(3) 教職調整額
校長、副校長及び教頭を除く教育職員に対し、給料月額の４％が支給されます。

(4) 給料の調整額
次の職においては、給料の調整額が支給され、職及び職務の級に応じた額（8,100

円～13,100円の範囲）が支給されます。

・特別支援学校の教育職員及び看護師
・小学校、中学校、義務教育学校の特別支援学級等を担当する教育職員
・高等学校及び中等教育学校において、通級指導に直接従事することを本務とする
教育職員

・児童自立支援施設において、教育に直接従事することを本務とする職員
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３．諸手当の状況（令和５年４月１日現在）
（＊）職員本人の届出等が必要なもの

給 与 内 容

扶 養 手 当 扶養親族のある職員に支給
（ ＊ ） 区分 支給額

配偶者・父母等（注） 3,500円又は6,500円
子 10,000円

注 行政職給料表８級相当の職員は3,500円、行政職給料表９級以上相当の職員は支給しない。いずれも
令和５年４月１日現在学校職員に該当なし。

※ 15歳に達する日以後の最初の４月１日から22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子
１人 5,000円を加算

地 域 手 当 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して次の地域に在勤する職員に支給
① 支給額 （給料の月額＋扶養手当＋管理職手当）×支給割合
② 支給地域及び支給割合 札幌市3/100、東京都特別区20/100、大阪市16/100、名古屋市15/100

住 居 手 当 自ら居住するために住宅を借り受けた職員等に支給
（ ＊ ） ① 借家等の場合

ア 月額24,000円以下の家賃の場合 家賃の月額－13,000円
イ 月額24,000円を超える家賃の場合 （家賃の月額－24,000円)×1/2＋11,000円

※（17,000円限度）
② 単身赴任手当が支給される者で配偶者等が居住する借家等の場合

上記①により算出した額×1/2

通 勤 手 当 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員、通勤のため自動車等を
（ ＊ ） 使用することを常例とする職員等に支給

① 普通交通機関等の利用者 １箇月当たりの運賃等相当額55,000円を限度に支給
② 自動車等使用者 通勤距離に応じて2,000円から31,600円の範囲内で支給（片道２㎞以上に限る）
③ 特別急行列車等利用者 特別料金等の額の２分の１(１箇月当たりの限度額20,000円)に、①から②
までの額を加えて支給

単身赴任手当 異動等に伴い、やむを得ない事情により配偶者と別居することとなった職員に支給
（ ＊ ） 支給額 30,000円＋加算額

（加算額は職員の住居から家族の住居までの距離に応じ、8,000円から70,000円の範囲内）

管 理 職 手 当 管理又は監督の地位にある職員のうち、人事委員会規則で指定する職にある者に支給
支給額 給料表の別並びに職務の級及び職の区分に応じて定めた額
（校長65,800円～79,600円 副校長65,600円～66,200円 教頭54,700円～66,200円 事務長46,300円
～66,400円の範囲で支給）

定 時 制 通 信 定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する校長及び教員に支給
教 育 手 当 ① 支 給 額 給料月額×支給割合

② 支給割合 ア 夜間定時制 8/100（管理職手当受給者 6/100）
イ 通 信 制 6/100（管理職手当受給者 4/100）

へ き 地 手 当 へき地学校及びへき地学校に準ずる学校に勤務する職員に支給
① 支 給 額 （給料の月額＋扶養手当）×支給割合
② 支給割合 ５級地25/100、４級地20/100、３級地16/100、２級地12/100、１級地 8/100、へき地学

校に準ずる学校 4/100

へき地手当に へき地学校、へき地学校に準ずる学校又は特別の地域に所在する学校で人事委員会の指定する学校（共
準 ず る 手 当 同調理場を含む。）に異動し、住居を移転した職員に支給
（ ＊ ） ① 支 給 率 （給料の月額＋扶養手当）×支給割合

② 支給割合 ３年間 4/100（人事委員会の定める条件に該当する場合は６年間で、５年まで4/100、
６年目2/100）

産業教育手当 農業、水産又は工業に関する課程を置く高等学校の教員、実習助手に支給
支給額 給料月額×8/100（定時制通信教育手当受給者 4/100）

時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員（管理職員及び教育職員を除く。）に支給
① 支 給 額 勤務１時間当たりの給与額×支給割合×勤務時間数
② 支給割合 125/100～175/100の範囲で支給

休日勤務手当 祝日法による休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員（管理職員及び教育職
員を除く。）に支給
支給額 勤務１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間数

夜間勤務手当 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員に支給
支給額 勤務１時間当たりの給与額×25/100×勤務時間数

宿 日 直 手 当 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給
① 宿直・日直 2,200円～6,600円の範囲で支給
② 寄宿舎等の宿日直 3,700円～11,100円の範囲で支給
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給 与 内 容

管理職員特別 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合又は、災害へ
勤 務 手 当 の対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間に勤務し

た場合に支給
① 週休日等勤務 勤務１回につき6,000円～12,750円の範囲で支給
② 平日深夜勤務 勤務１回につき3,000円～4,300円の範囲で支給

期 末 手 当 ６月１日及び12月１日にそれぞれ在職する職員に支給
① 支給率 120/100
② 期間率 ６月１日又は12月１日以前６月以内の在職期間に応じて 30/100～100/100

勤 勉 手 当 ６月１日及び12月１日にそれぞれ在職する職員に勤務成績に応じて支給
① 成績率 200/100以下の範囲で教育委員会が定める割合
② 期間率 ６月１日又は12月１日以前６月以内の勤務期間に応じて 0/100～100/100

寒 冷 地 手 当 毎年11月から翌年３月までの各月の初日において北海道に在勤する職員に支給
（ ＊ ） 支給額 地域の区分及び世帯等の区分に応じた額（11月から翌年３月まで各月8,500円～26,060円）

義 務 教 育 等 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校又は特別支援学校に勤務する教育職員に支給
教員特別手当 支給額 職務の級及び号俸の別に応じて定めた額

(校長6,800円～8,000円 副校長4,200円～7,500円 教頭4,200円～7,500円
主幹教諭3,500円～7,300円 その他職員2,000円～7,100円の範囲で支給）

特殊勤務手当 多学年学級担当 小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程において、２以上の学年の
手 当 児童又は生徒で編制されている学級を担当する職員に支給

支給額（月額）２の学年 6,090円 ３の学年 7,350円

通 信 教 育 通信教育における次の業務に従事した職員（高等学校の通信教育に従事することを本務
指 導 手 当 としない職員に限る。）に支給

① 学習報告書の添削指導 添削した学習報告書１通 130円
② 面接指導 １時間 2,800円
③ 通信教育協力校において通信制課程を置く学校の統括のもとに行う指導

月額 18,200円

舎 務 手 当 舎監として、学校の寄宿舎における児童（幼児を含む｡)又は生徒の教育及び当該寄宿舎
の管理の業務に従事した職員に支給 支給額 月額 3,900円

兼 務 手 当 昼間課程を本務とする職員が夜間において授業若しくはその補助を行ったとき、又は夜
間課程を本務とする職員が昼間において授業若しくはその補助を行った場合に支給
支給額 １時間 2,800円

農 業 水 産 本務以外に高等学校における農業又は水産に関する学科の生徒の宿泊を伴う実習の指導
実習指導手当 に従事した教員又は実習助手に支給 支給額 勤務１回 6,800円

教育業務連絡 教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる主任等に支給
指 導 手 当 支給額 日額 200円

介護業務手当 特別支援学校に勤務する職員で、児童又は生徒の介護の業務に従事した職員（給料の調
整額受給者を除く。）に支給 支給額 日額 250円（４時間未満150円）

教 員 特 殊 次の業務に従事した教員等（校長、副校長、教頭を除く。）に支給
業 務 手 当 ① 非常災害時等の緊急業務 日額 7,500円～16,000円

② 修学旅行等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
日額 5,100円

③ 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
又は週休日等に行うもの 日額 5,100円

④ 部活動における児童又は生徒に対する指導業務で週休日等に行うもの
日額 2,700円

扶養手当や住居手当、通勤手当などを受給するためには、職員本人の届出が必要です。

採用の際に必要な届出のほか、住居の移転や子どもの出生など、ライフイベントに伴って届出が必要になる
場合がありますので、各学校に備えてある「教職員事務ガイドマニュアル（給与関係）」を活用してください。

なお、「教職員事務ガイドマニュアル（給与関係）」は、教職員事務課のポータルサイトにも掲載しています。
（https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kjc/77312.html）


